
松尾電機株式会社

1

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年８月12日

【四半期会計期間】 第74期第１四半期(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

【会社名】 松尾電機株式会社

【英訳名】 MATSUO ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行役員 常 俊 清 治

【本店の所在の場所】 大阪府豊中市千成町３丁目５番３号

【電話番号】 (06)6332－0871(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 総務経理部門長 網 谷 嘉 寛

【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市千成町３丁目５番３号

【電話番号】 (06)6332－0871(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 総務経理部門長 網 谷 嘉 寛

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



松尾電機株式会社

2

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第73期

第１四半期累計期間
第74期

第１四半期累計期間
第73期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2022年４月１日
至 2022年６月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (千円) 1,262,916 1,172,523 4,709,382

経常利益 (千円) 143,993 144,965 568,133

四半期純利益又は当期純損失(△) (千円) 39,454 131,071 △223,941

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,219,588 2,469,365 2,469,365

発行済株式総数 (株) 2,572,000 3,210,000 3,210,000

純資産額 (千円) 1,738,261 2,105,187 1,974,142

総資産額 (千円) 5,776,019 6,389,298 6,426,884

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり当期純損失金額(△)

(円) 15.35 40.86 △83.73

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 30.1 32.9 30.7

（注）１．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

２．第73期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、又潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

第73期第１四半期累計期間及び第74期第１四半期累計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

　当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間のエレクトロニクス業界の状況は、新型コロナウイルス感染症に対する防疫と経済活動の

両立が進む一方、資源価格及び物流費の高騰によるインフレ圧力の強まりや原材料の供給不足等に加えてウクライ

ナ情勢の緊迫化、ロシアへの経済制裁の強化がサプライチェーンの混乱に影響を与えたこと等により、先行きに対

する不透明感が増加しております。

このような環境のもとで、当社は、「成長への転換」をテーマとした新中期経営計画（2022年３月期から2024年

３月期まで）の２年目を迎えました。

当社の売上高につきましては、タンタルコンデンサは、主に産業用電子機器向けのリード付きタンタルコンデン

サ及びカーエレクトロニクス向けの需要が減少し、回路保護素子は、主にリチウムイオン電池向けの高電流ヒュー

ズの需要が減少しました。

その結果、当第１四半期累計期間の当社の業績は、売上高につきましては、1,172百万円（前年同四半期比7.2％

減少）となりましたが、損益につきましては、原価低減に努めた結果、営業利益151百万円（前年同四半期比2.6％

増加）、経常利益144百万円（前年同四半期比0.7％増加）、四半期純利益131百万円（前年同四半期比232.2％増

加）となりました。四半期純利益の大幅な増加は、独占禁止法等関連損失の計上額が前年同期比70百万円減少した

ことによるものです。

セグメント別の業績は次のとおりです。

①タンタルコンデンサ事業

　 タンタルコンデンサ事業につきましては、主に産業用電子機器向けのリード付きタンタルコンデンサ及びカーエ

レクトロニクス向けの需要が減少しました。この結果、タンタルコンデンサ事業の売上高は、842百万円（前年同

四半期比8.6％減少）、セグメント利益は、148百万円（前年同四半期比1.4％減少）となりました。

②回路保護素子事業

　 回路保護素子事業につきましては、主にリチウムイオン電池向けの高電流ヒューズの需要が減少しました。この

結果、回路保護素子事業の売上高は、281百万円（前年同四半期比4.5％減少）、セグメント利益は、96百万円（前

年同四半期比1.1％減少）となりました。

③その他

　 その他の売上高は、49百万円（前年同四半期比5.6％増加）、セグメント利益は８百万円（前年同四半期比

428.0%増加）となりました。

財政状態は次のとおりです。

当第１四半期会計期間末の総資産は、売上債権は増加したものの現金及び預金の減少等により6,389百万円（前事

業年度末比37百万円減少）となりました。

負債は、米国の直接購入者原告団との和解金の支払等により4,284百万円（前事業年度末比168百万円減少）とな

りました。

純資産は、四半期純利益の計上等により2,105百万円（前事業年度末比131百万円増加）となりました。
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(2) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

(5) 研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は30百万円です。

なお、当第１四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりです。

当社は、将来の事業活動に必要な資金を確保し、適切な流動性を維持することを財務の基本方針としています。

当該資金の原資は、自己資金及び金融機関からの借入等により行っています。

また、当事業年度の経営計画を推進することにより、営業キャッシュ・フローの確保に努め、流動性リスクに備

える所存です。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,210,000 3,210,000
東京証券取引所

(スタンダード市場)
単元株式数は100株です。

計 3,210,000 3,210,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年４月１日～

2022年６月30日
― 3,210,000 ― 2,469,365 ― 552,439

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である2022年３月31日の株主名簿により記載しています。

① 【発行済株式】

2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

31,909 ―
3,190,900

単元未満株式 普通株式 16,700 ― ―

発行済株式総数 3,210,000 ― ―

総株主の議決権 ― 31,909 ―

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれています。

② 【自己株式等】

2022年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
松尾電機株式会社

大阪府豊中市千成町
３丁目５番３号

2,400 - 2,400 0.07

計 ― 2,400 - 2,400 0.07

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2022年４月１日から2022年６

月30日まで)及び第１四半期累計期間(2022年４月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太

陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けています。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,838,472 1,743,052

受取手形及び売掛金 843,540 886,680

電子記録債権 477,187 482,101

製品 714,964 673,935

仕掛品 336,808 326,628

原材料及び貯蔵品 278,886 303,531

その他 30,177 46,590

貸倒引当金 △1,322 △1,368

流動資産合計 4,518,714 4,461,150

固定資産

有形固定資産 1,541,854 1,567,538

土地 687,308 687,308

その他 854,545 880,229

無形固定資産 245,967 231,962

投資その他の資産 120,348 128,646

投資有価証券 15,000 15,000

その他 105,349 113,648

貸倒引当金 △1 △1

固定資産合計 1,908,170 1,928,147

資産合計 6,426,884 6,389,298
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 302,343 279,794

電子記録債務 187,333 199,782

短期借入金 1,430,000 1,430,000

１年内償還予定の社債 22,600 22,600

１年内返済予定の長期借入金 111,336 118,308

未払法人税等 62,596 8,793

設備関係支払手形 31,990 47,007

その他 563,203 449,485

流動負債合計 2,711,402 2,555,770

固定負債

社債 98,500 98,500

長期借入金 765,347 735,770

長期未払金 367,170 359,950

退職給付引当金 475,217 475,729

資産除去債務 7,908 7,908

その他 27,196 50,482

固定負債合計 1,741,339 1,728,340

負債合計 4,452,742 4,284,111

純資産の部

株主資本

資本金 2,469,365 2,469,365

資本剰余金 552,439 552,439

利益剰余金 △1,045,522 △914,450

自己株式 △2,140 △2,167

株主資本合計 1,974,142 2,105,187

純資産合計 1,974,142 2,105,187

負債純資産合計 6,426,884 6,389,298
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 1,262,916 1,172,523

売上原価 ※1 916,372 ※1 798,354

売上総利益 346,543 374,169

販売費及び一般管理費 198,520 222,358

営業利益 148,022 151,810

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 500 500

為替差益 267 -

その他 152 646

営業外収益合計 923 1,149

営業外費用

支払利息 4,952 5,730

為替差損 - 1,553

その他 - 710

営業外費用合計 4,952 7,994

経常利益 143,993 144,965

特別損失

固定資産除却損 150 917

固定資産売却損 2,846 -

独占禁止法等関連損失 ※2 81,244 ※2 10,774

特別損失合計 84,240 11,692

税引前四半期純利益 59,752 133,273

法人税、住民税及び事業税 20,298 2,201

法人税等合計 20,298 2,201

四半期純利益 39,454 131,071
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【注記事項】

(追加情報)

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　 前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方及び収束時期等を含む仮定について重要な

変更はありません。

(四半期損益計算書関係)

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性低下による簿価切下額は、次のとおりです。

前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

売上原価 48,792千円 6,358千円

※２ 独占禁止法等関連損失の内容は次のとおりです。

前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

課徴金等 62,924千円 -千円

弁護士報酬等 18,320千円 10,774千円

計 81,244千円 10,774千円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりです。

前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

減価償却費 22,163千円 38,178千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

３.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第１四半期累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

３.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期

損益計算書

計上額(注)３
タンタル

コンデンサ事業

回路保護素子

事業
計

売上高

顧客との契約から生
じる収益

921,909 294,543 1,216,453 46,462 1,262,916 ― 1,262,916

　外部顧客への売上高 921,909 294,543 1,216,453 46,462 1,262,916 ― 1,262,916

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 921,909 294,543 1,216,453 46,462 1,262,916 ― 1,262,916

セグメント利益 150,692 97,198 247,890 1,666 249,557 △101,534 148,022

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィルムコンデンサ事業です。

２．セグメント利益の調整額△101,534千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

　 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っています。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期

損益計算書

計上額(注)３
タンタル

コンデンサ事業

回路保護素子

事業
計

売上高

顧客との契約から生
じる収益

842,219 281,241 1,123,461 49,061 1,172,523 ― 1,172,523

　外部顧客への売上高 842,219 281,241 1,123,461 49,061 1,172,523 ― 1,172,523

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 842,219 281,241 1,123,461 49,061 1,172,523 ― 1,172,523

セグメント利益 148,621 96,121 244,743 8,798 253,541 △101,731 151,810

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィルムコンデンサ事業です。

２．セグメント利益の調整額△101,731千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

　 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務経理、管理部門等の一般管理部門に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っています。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目
前第１四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 15円35銭 40円86銭

　 (算定上の基礎)

　 四半期純利益金額(千円) 39,454 131,071

　 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 39,454 131,071

　 普通株式の期中平均株式数(株) 2,569,834 3,207,480

(注) 前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については潜在

株式が存在しないため記載していません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年８月12日

松尾電機株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柏 木 忠 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 池 田 哲 雄 印

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松尾電機株

式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第74期事業年度の第１四半期会計期間（2022年４月１日から2022

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、松尾電機株式会社の2022年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認めら

れなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業

に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四

半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか

どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書にお

いて四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結

論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表

の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事

項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重

要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　


